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千葉市入札適正化・苦情検討委員会の審議について  
 
 

 千葉市入札適正化・苦情検討委員会は、千葉市の入札及び契約に係る事務にお

ける公平性の確保並びに客観性及び透明性の向上を図るため設置され、今任期中

の審議を行った結果を、下記のとおり報告する。なお、平成２３年度は審議案件

を拡充するため、定例会議を４回開催した。 
 

記 
  
１ 審議対象 
  千葉市が発注した工事に関し、入札・契約手続の運用状況及び入札・契約制

度の改善状況等の報告を受け、一般競争入札の入札参加資格設定理由、指名競

争入札の指名理由及び随意契約の相手方の選定理由等について審議した。 
 
２ 審議経過及び審議結果 

任期中（平成２２年４月２８日～平成２４年４月２７日）、本委員会を次の

とおり開催し、千葉市から入札及び契約手続の運用状況等や抽出案件の説明を

受け慎重に審議を行った結果、入札及び契約に係る事務は、適正に処理されて

いることが認められた。 
平成２２年６月２日   平成２２年度第１回委員会 
平成２２年１１月１５日 平成２２年度第２回委員会 審議案件 ６件 
平成２３年７月５日   平成２３年度第１回委員会 審議案件 ６件 
平成２３年８月２９日  平成２３年度第２回委員会 審議案件 ５件 
平成２３年１１月１７日 平成２３年度第３回委員会 審議案件 ６件 
平成２４年２月１４日  平成２３年度第４回委員会 審議案件 ６件 

 
３ 意見 
  委員会は、この２年間で各委員により抽出された案件計２９件の審議を行っ

てきたが、内容について特に問題はなかった。また、当委員会の審議内容を十

分踏まえたうえで、千葉市が様々な入札・契約制度の改善に積極的に取り組ん

でいることは評価できる。 
  一方、長期間にわたる景気低迷により、依然として建設業者の経営環境が厳

しい中、工事品質、労働条件及び安全対策の確保、並びに下請けへのしわ寄せ

防止などが課題となっている。 
千葉市においては、平成２２年度から予定価格の事後公表を試行実施してい

るが、その試行結果の検証から、予定価格の事前公表が低入札調査基準価格や

最低制限価格近辺での入札を助長させる一因となっていることが確認できた。 

このことから、入札参加者の見積能力を向上させ適正価格での応札を促進す

るため、予定価格の事後公表を拡大することが望ましい。なお、これに合わせ、

コンプライアンスの周知徹底についても引き続き実施していく必要がある。 
また、依然として、入札参加者が５者未満の少数参加案件や入札不調となる

案件のほか、辞退者が多い案件なども散見されることから、競争性と品質の確

保のバランスに配慮しつつ、より多くの者が参加できるよう入札参加資格要件

の設定について更なる検討に努められたい。 
最後に、１者と随意契約をする場合の事務手続については、特に高い透明性

が要求されることから、随意契約とする場合の判断基準や災害時などの緊急性

が高い際に１者と随意契約する場合の事務取扱や業者選定方法などについて、

より一層の明確化を図ることが重要である。 
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